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電子取引　見積書データの保存

 電子取引とは、「取引情報の授受を電磁的方法により行う取引」と定義されて
おり、取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り
状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。

 このうち「見積書」については、1つの取引でも複数の見積書を授受するケー
スがあるため、最終的に合意に至った見積書のデータのみ保存すればよいのか、
最終合意に至る前に授受した見積書のデータも含めて全て保存する必要があるの
か疑問が生じます。

■金額交渉等で複数回受領した見積書も全て保存
 来年1月から適用がスタートする改正電子取引制度（電帳法7）では、代替措置
である紙出力保存が廃止され、電子取引を行った場合には、原則通り、電子デー
タでの保存が義務付けられます。1社から複数の見積書を受領するケースや、複数
社から見積もりをとるケースがありますが、いずれも電子データで授受していれ
ば、その全てを保存することが必要となります。

① 金額交渉により、メールで見積書（PDF）を複数回、受領した場合

⇒ 見積書の場合、前の見積金額を変更して、新たな見積金額として確定する場合には、各々

の見積金額が確定データとなります。このため、最終的に合意に至った見積書（PDF）のみを

保存するのではなく、全ての見積書（PDF）を保存する必要があります。

② メールで受領した見積書（PDF）の記載に誤りがあり、先方から誤りを訂正した見積書

（PDF）を受領した場合

⇒ 見積書の記載に誤りがあった場合、その誤りがあった見積書（PDF）は確定データとなっ

ておりません。このため、その誤りがあった見積書（PDF）を保存することなく、確定データ

である誤りを訂正した見積書（PDF）のみを保存することも認められます。

③ 相見積もりを、A社、B社、C社の3社からとり、メールにて各社から見積書（PDF）を受

領した場合（最終的にはA社と契約）

⇒ 最終的に契約に至ったA社の見積書（PDF）だけでなく、B社とC社の見積書（PDF）につ

いても保存が必要となります。

【見積書のデータ保存についての具体例】


